
大阪市障がい者施策推進協議会での検討体制
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次期計画策定に向けた広範な検討を、限られた期間内に効果的かつ集中的に進めていくため、

障がい者計画策定・推進部会にワーキング会議を設置して検討する。

大阪市障がい者施策推進協議会

障がい者計画策定・推進部会

地域自立支援協議部会

発達障がい者支援部会

障がい者差別解消支援地域協議部会

ワーキング会議

次期計画策定は広範なもので
限られた期間内に検討

ワーキング会議
を設置して内容を検討

効果的かつ集中的な審議が必要



計画策定のスケジュール
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ワーキング会議で具体的な内容を検討し、障がい者計画策定・推進部会でさらに検討を加え、

大阪市障がい者施策推進協議会で審議。必要に応じて、他の専門部会の意見を聴取。

ワーキング会議
（H29.4～H29.8頃）

H29.4

H29.10

H29.9

●次期計画の具体的な内容を検討

障がい者計画策定・推進部会

大阪市障がい者施策推進協議会

他の専門部会の意見を聴取

H29.12
～H30.1 パブリック・コメント

H30. 2 障がい者計画策定・推進部会

●次期計画（素案）を検討

●次期計画（素案）を審議

●パブリック・コメント結果報告 ●次期計画（案）の検討

H30. 3 大阪市障がい者施策推進協議会 ●パブリック・コメント結果報告 ●次期計画（案）の審議

H30. 4 次期計画スタート



次期計画の位置づけ
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引き続き、｢大阪市障がい者支援計画｣と｢大阪市障がい福祉計画｣を一体的に策定。

なお、法改正に伴い新たに策定が義務付けられる｢市町村障がい児福祉計画｣についても、

全体的な整合性の確保を図る観点から一体的に策定する。

第1部

総 論

一体的に策定

障害者総合支援法

第3部

障がい福祉計画

障害者基本法

第2部

障がい者支援計画

児童福祉法

第4部※

（仮称）障がい児福祉計画

 障がい福祉サービスの必要な見込量と

その確保のための方策を定める。

 障がい児支援の必要な見込量とその確

保のための方策を定める。

 障がいのある人の自立及び社会参加の

支援等を総合的かつ計画的な推進を図

るため、施策の基本的な方向性を示す。

整合性
の確保

新規

※ 現在の障がい福祉計画において、努力義務である｢障がい児支援｣に関する事項を既に盛り込んでいるため、第3部に組み込むこともあり得る。



次期計画の期間
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次期障がい者支援計画は、｢市町村障害者計画策定指針｣を参考に中・長期的な計画として、

障がい福祉計画等の終期も勘案し、計画期間を６年間とする。（平成30～35年度）

なお、必要に応じて中間見直しを行うこととする。

次期障がい福祉計画・（仮称）障がい児福祉計画は、障がい福祉計画に係る国の基本指針に

基づき、３年とする。（平成30～32年度）

市町村障害者計画策定指針（平成７年５月障害者対策推進本部）

 期間は、都道府県の障害者計画の期間との整合性を図り、中・長期のものとして策定し、この期間に達成できる実

施目標として計画期間を設定することが適当と考えられる。

（留意点）

 都道府県の障害者計画の終期との整合性を図りつつ、中・長期のものとして設定し、必要に応じ見直しすること。

障がい福祉計画に係る国の基本指針（今後改正予定のため、現行の基本指針より抜粋）

 障害福祉計画は、三年を一期として作成することとする。


